
   【回 覧】   令  和  ７  年  １２  月  号  ミ  ニ  広  報  紙 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 毎年 12月 10日から 16日は「北朝鮮人権侵害 

問題啓発週間」です。 

 拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権 

侵害問題について関心と認識を深めていくことが 

大切です。 

 警察では、拉致容疑事案及び北朝鮮による拉致 

の可能性を排除できない事案について、広く情報 

を求めています。  

               情報提供先   県警察本部外事課 

              情報提供専用ダイヤル 

                           ℡048-838-3759 

 
 

  

 

 

 

 

 

大 宮 警 察 署 

☎ 048‐650－0110 
加 茂 宮 交 番 

☎ 048‐665－4111 
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期間  令和７年 12月１日（月）～12月 14日（日） 

   の１４日間 

県重点 ① 自転車の交通ルールの遵守 

      （交通反則通告制度導入の周知） 

    ② 自転車乗車時のヘルメット着用促進 

    ③ 高齢者の交通事故防止 

    ④ 飲酒運転の根絶 

【熊と遭遇したら】 
○背中を見せず、落ち着いて、ゆっく

り後ずさりで立ち去る！ 

○まずは身の安全を最優先！ 

  安全な場所に避難してから 110番 

通報を！ 

○絶対に近づかない！ 

  動画配信等のため撮影しようと 

考えない！ 

○人間の身体能力では熊に絶対勝て

ません！ 

   こちらの二次元コードで 

熊出没マップが確認できます 

 

 特殊詐欺に注意！！ 

 依然として特殊詐欺被害が発生しており、特

にオレオレ詐欺、還付金詐欺の被害が多発して

います。 

 固定電話は常に留守番電話に設定し、相手の

声を聞いて知らない相手の電話には出ないよう

にしましょう。 

(数値は 10 月中の交番取扱件数で
あり、認知件数とは異なります) 
〇万引き        ９件 
〇自転車盗       ２件 
〇車上狙い       １件 
〇オートバイ盗     １件 
〇色情ねらい      １件 
〇人身事故       ４件 
〇物損事故      ２５件 
 


